
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2013年 10月 14日（月） 10:00～17：00 

会場：アクトシティ浜松コングレスセンター43会議室（定員 70名） 

内容：障がいのある人の触法を予防し未然に防ぐための新たな人材養成 

    ―共生社会に向けた《トラブル・シューター（TS）》の必要性と役割 

触法や被疑者として扱われる知的障がい・発達障がいのある人の支援に必要が叫ばれています。地域の支

援の仕組みづくりののひとつが、地域で起こる社会的トラブルなどを本人とともに解決したり未然に防いだり

するための新たな人材養成です。金銭的トラブル、性的犯罪の問題解決のために、弁護士を使いこなし、行

政も活用する。また警察・検察の取り調べの立会い、適切な刑事手続きを支援する。徹底して本人に寄り添え

る骨太の人材、それが≪トラブル・シューター（TS）≫です。 

  

プログラム 

10:00～11：00  「ＴＳはなぜ必要か」  毎日新聞論説委員 野沢和弘氏 

11：00～12：00 「刑事手続きで、ＴＳは何をやれるかやるべきか」弁護士 藤澤智実氏（浜松市）  

13：00～14：00 心理・福祉の立場から「触法障害者の理解」 コミュニケーションサポートセンターふくふく 鈴木紀子氏 

14：00～15：00 「どうして触法が起こってしまうのか、支援があれば起こらなかったことは？」 

         支援の現場から 地域定着生活支援センターひまわり 鶴田安弘氏 

15：00～17：00 グループディスカッション 白梅学園大学教授 堀江まゆみ 

          静岡県でのトラブルシューター・ネットワーク構築のために 

参加費：1,000円 

 

対象：障害者の相談支援に従事している方・弁護士・市町村職員・施設関係者・保護者など 

講師：野澤和弘《毎日新聞 論説委員》藤澤智実《遠州法律事務所・弁護士》  

    鈴木紀子《コミュニケーションサポートセンターふくふく》  鶴田安弘《地域定着支援センターひまわり》 

 

お問い合わせ  事務局：浜松協働学舎根洗寮 ☎ 053-430-0596  FAX 053-430-0597 

主催：東海エリア・トラブルシューター・ネットワーク・浜松協働学舎根洗寮  協力：NPO法人 PandA-J 

後援（案）：静岡県地域定着支援センターひまわり／静岡県手をつなぐ育成会／NPO 法人障害者ケアマネジメントネットワー

ク／NPO 法人浜松成年後見センター／浜松市浜松手をつなぐ育成会／浜松インクルージョン研究会／静岡県社会福祉士会／静岡

県作業所連合会・わ／静岡県知的障害者福祉協会／静岡県社会福祉協議会／浜松市社会福祉協議会／静岡県弁護士会／静岡県司

法書士会／静岡新聞社／中日新聞東海本社 



 


